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燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の延期について 

 

 

 新型コロナウイルスの影響で延期となった、燃ゆる感動かごしま国体・かご

しま大会につきまして、（公財）日本スポーツ協会は令和２（2020）年 10 月８

日（木）に臨時理事会を開催し、令和５（2023）年に開催することを正式に決

定しました。 

 なお、大会名称については、「特別国民体育大会」及び「特別全国障害者スポ

ーツ大会」となります。 

 また、令和５（2023）年以降の開催地については、１年ずつ順送りになるこ

とが決定しました。 

 これにより、本県は予定どおり令和４（2022）年に開催されます。 

 

 

令和２(2020)年 鹿児島県  令和２(2020)年 延期 

令和３(2021)年 三重県  令和３(2021)年 三重県 

令和４(2022)年 栃木県  令和４(2022)年 栃木県 

令和５(2023)年 佐賀県  令和５(2023)年 鹿児島県 

令和６(2024)年 滋賀県  令和６(2024)年 佐賀県 

令和７(2025)年 青森県  令和７(2025)年 滋賀県 

                       ※以降１年ずつ順送りへ 
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新型コロナウイルス感染症の影響下における           

大規模大会の視察結果について 

 

１ 背景        

新型コロナウイルス感染症の終息が見られない中、各中央競技団体は、感染

防止対策のガイドラインを策定し、大会開催の在り方を検討しながら各大会を

再開し始めています。大会運営においては、各競技の特性に応じた感染防止対

策を講じており、今後の準備の参考とするため以下の大会の視察を行いました。 

 

競技名 大会名 視察日 会場地 競技会場 

ｻｯｶｰ 全国地域サッカー 

チャンピオンズリーグ 2020 

11月 6日 下野市 下野市大松山運動公園 

陸上競技場 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 第 34 回日本実業団リーグ 10月 30日 

～11月 1 日 

京都府 

福知山市 

福知山市三段池公園 

テニスコート 

馬術 第 72回全日本障害馬術大会

2020 Part1 

11月 14日 東京都 

世田谷区 

日本中央競馬会 

馬事公苑 

ｺﾞﾙﾌ ３県（栃木・群馬・茨城）

対抗 ゴルフ選手権大会 

11月 23日 那須塩原市 ホウライカントリー俱楽部  

西那須野カントリー倶楽部  

塩原カントリークラブ 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 第 3回全国高等学校 

トライアスロン選手権 

10月 16日 

～10月 17日 

岐阜県 

海津市 

海津市国営木曽三川公園 

第 26回日本トライアスロン

選手権 

11月 7日 東京都 

港区 

お台場海浜公園海域及び 

周辺特設会場 

 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の例 

・無観客試合 ⇒ 動画配信（ライブ）対応 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ・馬術・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

・大会関係者に対する手指の消毒、入口での検温及び健康チェックシート 

（大会前２週間前分）の提出義務付け 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ・馬術・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

・以前とは異なる試合の実施手法（団体戦におけるコート内入場者の制限、試 

合前後のｾﾚﾓﾆｰ等の簡素化、応援の制限等） 【ｿﾌﾄﾃﾆｽ】 

 ・選手、大会関係者に事前の PCR検査を義務付け 【ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ】 

 

３ 課題 

 ・競技ごとに感染防止対策に温度差がみられるため、市実行委員会としては

一定レベル以上の統一した対策を講じる必要があります。 

 ・夏季に開催する大会もあり、熱中症へも配慮した感染防止対策を講じてい

く必要があります。 

・宿泊時や輸送時の競技会場以外の感染防止対策について、実施方法等を検 

 討する必要があります。 
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競技実施状況（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 競技実施状況（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 

  

競技実施状況（馬術） 検温所（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 

  

検温所（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 検温所（馬術） 

  

感染防止対策（アクリル板／ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 感染防止対策（ビニールシート／ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市医療救護対策要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医事・衛生基本計画」

に基づき、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における医療救護対策に

ついて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て医療救護を実

施する。 

 

３ 救護所の設置 

⑴ 設置場所 

救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

⑵ 人員配置 

救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師等を置く。 

⑶ その他 

救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ等を配置する。ドーピング

禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

 

４ 医療救護体制 

医療救護体制については、次のとおり適切な対応を行う。 

⑴ 救護所における医療救護 

救護所では、患者に対する応急措置及び軽易な治療を行うほか、必要に応じて医

療機関に移送する。 

⑵ 練習会場における医療救護 

練習会場には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ等を配置する。ドーピン

グ禁止物質を包含する医薬品は配備しない。 

⑶ 宿舎における医療救護 

大会参加者等が、宿舎において発病又は負傷した場合には、宿舎提供者が必要に

応じて医療機関の紹介、または、救急自動車の出動依頼を行うとともに、その旨を

速やかに市実行委員会に連絡する。また、市実行委員会は、本役割について宿舎提
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供者への周知に努める。 

⑷ 救急自動車の配備 

救急自動車の配備については、別途、関係機関と協議して決める。 

 

５ 医療費の負担 

救護所での診療費用を除き、医療費は全て受診者が負担するものとする。 

 

６ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における医療救護対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

⑶ いちご一会とちぎ大会における医療救護対策については、県実行委員会が主体と

なって実施する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市医療救護対策実施要領（案） 

 

１ 趣旨 

この要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医療救護要項」に基

づき、「いちご一会とちぎ国体（以下「大会」という。）」における医療救護の実施につ

いて、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会と相互に連絡調整を

図るとともに、関係機関等の協力を得て医療救護対策を実施する。 

 

３ 競技会場における医療救護 

⑴ 救護所の設置 

ア 各競技会場の適切な場所に救護所を設置し、救護活動及び競技に支障のないよ

うにする。 

イ 衛生管理に留意するとともに、救護所内が外部から見えないよう配慮する。 

ウ 救護所を明示するための看板等を設置する。 

⑵ 人員配置 

救護所には、競技の特性を踏まえ、競技団体と協議の上、医師、看護師、保健

師、競技会係員等、必要に応じた人員を配置する。 

⑶ 設置期間及び開設時間 

ア 設置期間は、原則として各競技会の競技日とする。 

イ 開設時間は、原則として競技開始３０分前から競技終了までとし、必要に応じ

て延長する。 

⑷ 業務内容 

ア 傷病者が発生した場合は、応急処置を行うとともに「処置記録兼診療依頼書」

（様式第１号）に所定の事項を記載する。 

イ 傷病者を医療機関に搬送する必要がある場合は、車両等での搬送又は救急自動

車等の出動を要請する。この場合、必ず傷病者の関係者等が同行することとし、

医療機関を受診する傷病者に「処置記録兼診療依頼書」（様式第１号）を交付す

る。医療機関に搬送しない場合は、最寄りの医療機関を紹介するなど適切な措置

を講じる。医療機関に傷病者を搬送した場合、傷病者のその後の症状、経過を把

握するよう努める。 
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⑸ 医薬品等の配備 

 救護所には、必要に応じて医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに限る）、

医療機器、ＡＥＤ等を配備する。 

⑹ 研修等の実施 

  医療救護業務に従事する実施本部員等を対象とした業務マニュアルを作成し、研

修等を実施する。 

  

４ 練習会場における医療救護 

⑴ 必要に応じて競技会係員等を配置する。 

⑵ 必要に応じて医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに限る）、医療機器

等を配備する。 

⑶ 傷病者を医療機関に搬送する必要があるときは、救護所における取扱いに準じる。 

 

５ 宿舎における医療救護 

⑴ 宿舎において、選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に傷病者が

発生した場合、宿舎提供者が必要に応じて最寄りの医療機関の紹介又は救急自動車

の出動要請を行う。この場合、必ず傷病者の関係者等が同行する。 

⑵ 傷病者が医療機関に搬送された場合、傷病者の関係者等は、市実行委員会に下記

の事項を報告する。 

ア 傷病者の住所、氏名、性別、年齢及び連絡先 

イ 競技名、種目、種別及び参加区分、 

ウ 事故又は傷病の発生時間、発生場所、発生原因及び現在の状況、 

エ 搬送先の医療機関及び搬送方法等 

オ 付添者の氏名及び連絡先 

⑶ 市実行委員会は、宿舎における医療救護における宿舎提供者の役割の周知に努め

る。 

 

６ 医療費の負担 

救護所、練習会場等での応急措置にかかる費用及び救急自動車等による搬送費用を

除き、医療費は全て受診者が負担する。 

 

７ 事後処理 

 救護所の医師、看護師、保健師、救急隊員、競技会係員等は、業務に当たり、相互

に連絡調整を図り、次の書類に所定の事項を記載し、当日業務終了後速やかに実施本

部に提出する。 

⑴ 処置記録兼診療依頼書（様式第１号） 

⑵ 取扱傷病者一覧表（様式第２号） 
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８ 関係機関への協力要請 

市実行委員会は、関係機関等の協力を得て医療機関及び地元消防署等に対し、傷病

者の受入及び搬送の医療救護対策への協力、又は競技会場等への巡回等を要請する。 

 

９ その他 

⑴ この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における医療救護の実施についても、必要に応じてこの要

領を準用する。 

 

 

 附 則 

  この要項は、令和３年 月 日から施行する。 
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様式第１号 （表面）

午前
午後

男
女

生年月日
他 歳

都道府県名（　　　　　　　）

バイタルサイン

現病歴

既往歴

処置内容

使用医薬品

備考

　搬送先医療機関　担当医　様

渡辺　美知太郎

※

有無

（TEL 　　　－　　　－　　　）

　本書を医療機関へ送付すること並びに搬送先医療機関からいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那
須塩原市実行委員会に返送することについては、個人情報の保護に万全を期すとともに大会の統計
資料に利用すること以外には使用しないことを条件に承諾します。

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会
令和 　　年　　　月　　　日

　会　長　　

発症(事故)原因

住所
連絡先

宿舎の名前

付添者

 無

受傷部位

（いちご一会とちぎ国体　・　競技別リハーサル大会）において発症した上記の者に対す
る診療をお願いいたします。

（携帯　　　－　　　－　　　） （携帯　　　－　　　－　　　）
保険証所持の

有 ・

式典中・競技中・観戦中・移動中

無

応
急
処
置
の
内
容

　胃腸障害　 感冒　 貧血 　頭痛 　熱中症 　疲労 　眼症 　耳症 　歯牙外傷
　打撲 　捻挫　 骨折 　脱臼 　筋腱断裂　 挫創　 切創　 裂創
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

傷病内容

　　時　　　分頃

 M・T・S・H・R

　選手・監督・役員・観客
　その他（　　　　　　）

競技名/会場名 /
　年　　月　　日生　

同意欄（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

処置記録兼診療依頼書

取扱救護所 発行番号 №

発症場所 発行日時
令和 ４ 年　　月　　日

その他（　　　　　　　　　）

傷
病
者
情
報

氏名
ふりがな

参加区分

搬送 有 ・ 無 救護所医師等氏名

 体温　　　　　　　　℃  脈拍  血圧　　　　／　 　 ｍｍHg

処置時間：午前・午後　　　時　　　分

 有（　　　　　　　）
服薬
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（裏面）

医療機関名 担当者
（所属）

住所
（氏名）

TEL FAX

使用医薬品

【救護所で記載】

　No.

 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会　医療救護担当　宛

診
療
内
容

F A X 送 信 票

　下記診療内容欄に記入後、この用紙をいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委
員会まで当日中にFAXで送付くださいますようお願いいたします。

宛
先

FAX番号　０２８７-３７-５４７９

発
信
者
名

治療内容

その他

取扱救護所 診療依頼書発行番号

傷病名

診療医師名　　　　　　　　　　　　　　　　

※　御不明な点等ございましたら、下記まで御連絡ください。
TEL　０２８７-３８-０１９３　いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員
会
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様式第２号

会場地 競技名

選手 監督 役員 観客 その他 計 選手 監督 役員 観客 その他 計

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

取扱傷病者一覧表

月 日

区分
救護所取扱傷病者数 医療機関移送者の数

合 計

※この様式は、１日の業務終了後に救護所が処置記録兼診療依頼書を集計し記載すること。

脱 臼

筋 腱

断 裂

(挫・切・裂)

創

歯牙の

外傷

その他

男 計

女 計

骨 折

胃 腸

障 害

感 冒

貧 血

頭 痛

疲 労

眼 症

耳 症

打 撲

捻 挫

熱中症
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市感染症（防疫）対策要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医事・衛生基本計画」

に基づき、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における感染症（防疫）

対策について万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会は、いちご一会とちぎ国

体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図

るとともに、関係機関等の協力を得て感染症（防疫）対策を実施する。 

 

３ 感染症（防疫）対策 

⑴ 衛生に対する意識の向上 

感染症の発生予防のため、市民及び大会参加者等の衛生に対する注意喚起を図

り、手洗いをはじめとする感染対策等、予防に向けた取組を奨励する。 

⑵ 感染症に関する情報の収集及び提供 

大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、関係機関が迅速に対応できるよ

う、必要な連絡体制を整備する。また、那須塩原市での流行状況を常に監視し、ホ

ームページ等を活用し大会参加者等への情報提供及び注意喚起に努める。 

 (3) 感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）に対する措置 

大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、患者に対して医療機関に関する

情報を迅速に提供するなど、適切な治療が受けられるよう努めるとともに、感染の

拡大防止に向けて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に

基づき措置を講じる。 

 

４ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における感染症（防疫）対策についても、この要項を準

用する。 

⑶ いちご一会とちぎ大会における感染症（防疫）対策については、県実行委員会

が主体となって実施する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 

第２号議案 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市感染症（防疫）対策実施要領（案） 

 

１ 趣旨 

この要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市感染症（防疫）対策

要項」に基づき、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における防疫対

策の実施について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て感染症（防疫）

対策を実施する。 

 

３ 実施内容 

⑴ 広報活動 

ア 広報の内容 

(ｱ) 手洗いの励行等基本的な防疫対策について 

両大会の選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般

観覧者（以下「両大会参加者等」という。）に対し、手洗いや咳エチケット等

の基本的な感染症対策を周知し、正しい知識の普及及び意識の啓発を図る。 

(ｲ) 大会期間中に流行する可能性が高い感染症の予防対策等について 

両大会参加者等に対し、最新の感染症発生状況に係る情報提供及び流行が予

測される感染症に係る注意喚起を行う。 

イ 活動の内容 

 市実行委員会は、保健所及び市担当課と連携し、次により広報活動を実施する。 

(ｱ) 県実行委員会が作成した啓発媒体の配布・掲示 

(ｲ) 広報誌、ホームページ等市広報媒体を活用したＰＲ 

(ｳ) 各種講習会及びイベント等を活用したＰＲ 

⑵ 感染症患者発生時の措置 

 市実行委員会は、大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者

を含む。）が発生した場合には、保健所の指導・助言を遵守し、まん延の防止に努

める。 

⑶ 感染症予防に関する衛生備品の配備 

 市実行委員会は、大会期間中における感染症の発生予防及びまん延防止のため、
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競技会場及び練習会場の入口や手洗い設備等に、必要に応じて手指用消毒液等の配

備を行う。 

 また、食品関係施設、宿泊施設等については、衛生講習会において、保健所が衛

生備品の配備について指導する。 

⑷ 緊急連絡体制の整備 

 市実行委員会は、大会期間中における感染症の発生に備え、そのまん延を防止す

るため、別記により関係機関との緊急連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

⑴ この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス感染症を含む。）への対策について

は、県、市及び関係団体等が別に定める行動計画及びマニュアル等によるものと

する。 

⑶ 競技別リハーサル大会における感染症（防疫）対策についても、この要領を準用

する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年 月 日から施行する。 
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 別記  

 

感染症（疑いを含む）発生時の緊急連絡体制（宇都宮市を除く栃木県） 

          

 

 

 

調 

査 

報 

告 

会場地委員会 

届 

出 

（会場・移動車内等） 

 

医療機関 

（医師） 報 

告 

患 者 

報 

告 

調
査 

・ 

指
示 

保健所（広域健康福祉センター） 

会場地市町村を管轄 

◆患者の宿泊施設又は所属団体は、直ちに管轄保健所及び会場地委員会に報告する。 

◆会場地委員会は、上記報告のほか実施本部等を通して感染症に関する情報を得た場合は、直ち

に管轄の保健所に報告する。 

◆感染症が疑われる患者には、速やかに医療機関を受診させるとともに、管轄の保健所に連絡す

るよう、宿泊施設及び所属団体等に周知する。 

県 健 康 増 進 課 

県 委 員 会 

 

所属団体 

連
絡 

報 告 

受診 

宿泊施設 

情 報 共 有 

両 

大 

会 

運 

営 

に 

関 

す 

る 

連 

絡 

調 

整 

施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄 

指 

示 

他
自
治
体
感
染
症
主
管
課 

（宇
都
宮
市
保
健
所
を
含
む
） 

情 報 共 有 

情 

報 

提 

供 

報 告 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市食品衛生対策要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医事・衛生基本計画」

に基づき、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における食品衛生対策に

ついて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会は、いちご一会とちぎ国

体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図る

とともに、関係機関等の協力を得て食品衛生対策を実施する。 

 

３ 食品衛生対策 

⑴ 食品衛生に対する意識の向上 

食品関係事業者並びに市民、大会参加者等に食品衛生に関する意識の向上を図り、

食品の衛生的取扱いの向上を図る。 

⑵ 食品関係施設等に対する監視・指導 

県、関係機関・団体等と連携し、宿泊施設、弁当調製施設、土産食品の製造・販

売施設、大会会場等の食品販売店に対して、食品衛生の監視・指導を行う。 

⑶ 健康管理 

食品関係事業者に対し、食中毒の発生予防を重点とした従事者の健康管理の徹底

及び病原体保有者の発見に向けた検査の実施を励行するよう指導する。 

⑷ 食中毒発生時の対応 

食中毒患者が発生した場合は、食品衛生法等に基づき必要な措置を講じるとと

もに、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連絡体制を整備する。 

 

 ４ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

⑶ いちご一会とちぎ大会における食品衛生対策については、県実行委員会が主体と

なって実施する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 

第３号議案 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市食品衛生対策実施要領（案） 

 

１ 趣旨 

 この要領は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市食品衛生対策要項に基づ

き、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における食品衛生対策の実施に

関して必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て食品衛生対策

を実施する。 

 

３ 実施内容 

⑴ 食品衛生に関する意識の向上 

ア 広報の内容 

(ｱ) 手洗いの励行のほか、食品の調理・保存等の基本的な食品衛生管理について 

(ｲ) 大会期間中に流行する可能性が高い食中毒の予防対策等について 

イ 活動の内容 

 市実行委員会は、保健所及び市担当課等と連携し、次により広報活動を実施する。 

(ｱ) 県実行委員会が作成した啓発媒体の配布・掲示 

(ｲ) 広報誌、ホームページ等市広報媒体を活用した PR 

(ｳ) 各種講習会及びイベント等を活用した PR   

⑵ 食品関係施設等に対する監視・指導 

ア 食品衛生講習会 

 市実行委員会は、大会開催までに市内の食品関係施設等を対象とした食品衛生

講習会の実施について保健所へ依頼する。 

イ 監視・指導 

 市実行委員会は、食品関係施設等を対象とした監視・指導の実施について保健

所に依頼する。なお、対象となる食品関係施設等の把握については、県実行委員

会が定める様式に基づき計画書等を提出し、監視・実施に協力する。 

⑶ 健康管理 

 市実行委員会は、食品関係施設等に対し、食品に直接接触する作業の従事者の検

便検査や健康状態の確認を行うよう指導する。 
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ア 検便検査は、概ね大会開催前１か月の間に受け、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸

管出血性大腸菌等（以下「病原体」という。）の感染の有無を確認する。 

イ 検査の結果、病原体に感染している場合は、検便検査で陰性を確認するまでは、

食品に直接接触する作業に従事しない。 

ウ 従事者の健康状態の確認は、毎日作業前に行う。 

⑷ 食中毒発生時の対応 

ア 市実行委員会は、食中毒の発生又はその疑いに関する情報を入手したときは、

直ちに保健所に連絡するとともに、保健所の食中毒検査に協力する。 

イ 市実行委員会及び保健所は、食中毒はもとより、飲食に起因する可能性のある

健康被害の発生又はその疑いに関する情報があったときは、関係者間において事

前に情報共有を図る。 

ウ 市実行委員会は、保健所の協力を得て、大会期間中における食中毒の発生時な

ど緊急時の連絡体制を別記により整備する。 

 

４ その他 

⑴ この要領に定めるもののほか、食品衛生対策の実施について必要な事項は別に定

める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における食品衛生対策の実施についても、必要に応じてこ

の要領を準用する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 
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 別記  

食中毒等健康被害発生時の緊急連絡体制 

 
 

 

 

県 生 活 衛 生 課 

県 委 員 会 

所属団体 

 

◆患者所属団体は、直ちに管轄保健所へ通報するとともに会場地委員会に連絡する。 

◆会場地委員会は、上記連絡のほか実施本部等を通して食中毒に関する情報を得た場合は、直ち

に管轄の保健所へ通報する。 

◆大会関係者に対して、食中毒が疑われる情報を入手した場合、速やかに患者を医療機関に受診

させるとともに、管轄の保健所に通報するように周知する。 

調
査 

・ 

指
示 

他
自
治
体
食
品
衛
生
主
管
課 

（宇
都
宮
市
保
健
所
を
含
む
） 

報 

告 

患 者 

 

保健所（広域健康福祉センター） 

会場地市町村を管轄 

原因施設 

会場地委員会 

 

連
絡 

受診 
医療機関 

（医師） 

届 

出 

調 

査 

情 報 共 有 
通 

報 

報 

告 

指 

示 

情 報 共 有 

 

施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄 

調
査 

・ 

処
分 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市環境衛生対策要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医事・衛生基本計画」

に基づき、「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）における環境衛生対策に

ついて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会は、いちご一会とちぎ国

体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図る

とともに、関係機関等の協力を得て環境衛生対策を実施する。 

 

３ 環境衛生対策 

⑴ 環境衛生に対する意識の向上 

関係機関・団体等と連携し、市民及び大会参加者等の環境衛生に対する意識の向

上を図り、環境美化の推進に努める。 

⑵ 競技会場等の環境美化 

関係機関・団体等と連携し、競技会場及び練習会場等の衛生管理体制を確立し、

会場を清潔に保持するよう努める。 

⑶ 生活環境の美化 

関係機関・団体等と連携し、会場、宿舎等の周辺における道路、河川、公園等公

共の場所の清掃を積極的に行うとともに、ごみの不法投棄、空き缶等のポイ捨ての

防止に向けた啓発に努める。 

⑷ 宿舎の衛生対策 

関係機関・団体等と連携し、宿舎の管理者に対し、宿泊者が快適な条件のもとに

過ごせるような宿舎及びその周辺の環境衛生の保持に努めるよう指導する。 

⑸ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進 

会場等におけるリユース可能な資機材の活用など、廃棄物の発生抑制に努める。

また、処理体制に応じた分別収集を徹底し、廃棄物の適正な処理とリサイクルを推

進する。 

⑹ 飲料水の衛生対策 

水道事業者、その他関係機関と連携し、必要に応じて水質検査を行うとともに、

施設等の維持管理に関する指導の強化を図るなど、飲料水の衛生保持に努める。 

⑺ 衛生害虫の対策 

第４号議案 
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民間団体、地域住民等の協力を得て、ねずみ及び衛生害虫等の発生防止対策の啓

発、予防・駆除の指導に努め、環境の浄化を図る。 

⑻ 動物の適正管理 

関係機関・団体等と連携し、犬の登録等の徹底に努め、会場、宿舎等の周辺にお

ける動物の危害の防止を図る。また、飼い犬・猫等の適正な飼養管理に向けた啓発

に努める。 

⑼ 受動喫煙防止対策 

必要に応じて会場等に喫煙場所を設置するとともに、受動喫煙防止対策に努める。 

 

４ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における環境衛生対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

⑶ いちご一会とちぎ大会における環境衛生対策については、県実行委員会が主体と

なって実施する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市宿泊衛生専門委員会弁当部会設置要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会専門委員会規程

第７条の規定に基づき、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市宿泊衛生専門

委員会における弁当に関する部会の設置及び運営について、必要な事項を定める。 

 

２ 部会の名称及び調査研究事項 

⑴ 名称は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会宿泊衛生専門

委員会弁当部会（以下「部会」という。）とする。 

⑵ 部会の調査研究事項は、次のとおりとする。 

  ア 弁当調製施設の選定に関すること。 

  イ 弁当メニューに関すること。 

  ウ その他弁当に関すること。 

 

３ その他 

  この要項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 

 

 

第５号議案 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調達要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市医事・衛生基本計画」

に基づき、那須塩原市で開催される「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）

に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会参加者」

という。）に斡旋し、又は支給する弁当の調達について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、関係機関及び団体等の協力を得て、大会参加者の弁当調達を実施する。 

 

３ 弁当調達計画 

弁当の調達については、市実行委員会があらかじめ必要数を把握し、適切な計画を

作成するものとする。 

 

４ 弁当の種類 

⑴ 斡旋弁当  

選手、監督、視察員及び報道員等に斡旋する弁当をいう。 

⑵ 支給弁当 

競技役員、競技補助員、競技会補助員等に支給する弁当をいう。 

 

５ 調達期間 

調達期間は、斡旋弁当にあっては大会の開催期間（公式練習日を含む。）、支給弁当

にあっては大会の準備、運営等に係る業務に従事する期間のうち、市実行委員会が必

要と認める期間とする。 

 

６ 弁当の単価 

  弁当の単価は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員

会」という。）が定めるいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会弁当調達要項で規定され

た金額に準じて、市実行委員会が指示するものとする。 

 

７ 弁当調製施設の指定 

  弁当調製施設の指定は、宿泊衛生専門委員会に設置する弁当部会において選定し、

第６号議案 
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宿泊衛生専門委員会が行うものとする。 

 

８ 弁当調製施設の指定取り消し 

  指定の取り消しは、前項の規定により指定を受けた弁当調製施設が、以下のいずれ

かに該当する場合に行うことができる。 

⑴ 食品衛生関係法令に基づく許可の取消し、営業の全部または一部の禁止若しくは

期間を定めて停止処分等各種行政処分を受けたとき。 

⑵ 食品衛生関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わないとき。 

⑶ 弁当調製業務を無断で第三者に委託したとき。 

⑷ その他、市実行委員会が不適当と認めたとき。 

 

９ 弁当引換所の設置及び運営 

弁当引換所の設置及び運営は、衛生上の安全確保に配慮し適正に行うものとする。 

 

10 その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、弁当調達について必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における弁当調達についても、必要に応じてこの要項を準

用する。 

⑶ いちご一会とちぎ大会における弁当調達については、県実行委員会が主体となっ

て実施する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年 月 日から施行する。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定基準（案） 

 

１ 趣旨 

  この基準は、那須塩原市で開催する「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）

に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡旋し、又は支給

する弁当の調製施設の選定基準について、必要な事項を定める。 

 

２ 大会に対しての理解と協力 

 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市開催基本方針を理解し、いちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が行

う弁当調達業務に対して協力的であること。 

 

３ 対象施設  

⑴ 食品衛生法等の関係法令の規定により営業許可を受けていること。  

⑵ 弁当調達業務の運営に万全を期するため、実行委員会と指定弁当調製施設におい 

て円滑な業務の連携ができること。  

⑶ 那須塩原市内に本社または製造所を有する弁当調製施設であること。ただし、実 

行委員会が必要と認めた場合はこの限りではない。 

 

４ 施設の衛生管理 

 ⑴ 選定時点において過去３年間に食中毒の事故歴がないこと。 

⑵ 食品衛生監視票が調査時点において８０点以上であること。 

⑶ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設の管理運営及び整備が食品衛生

法に基づき適正になされていること。 

⑷ 提供食数にかかわらず、検食は調理済み食品を食品ごとに５０ｇ以上ずつ清潔な

容器に入れ、－２０℃以下で２週間以上保存すること。同一内容の食品を１回３０

０食以上又は１日７５０食以上調理する場合は、前記の規定による保存のほかに、

当該食品の原材料ごとに５０ｇ以上ずつ清潔な容器に入れ、－２０℃以下で２週間

以上保存すること。 

⑸ 食品に直接接触する作業に従事する者全員に対し、大会前３ヵ月以内に検便検査

（赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌を含むもの）を実施すること。なお、

実行委員会が必要と認めた場合は、ノロウイルスの検便も実施すること。 

⑹ 食品賠償保険等に加入していること。 

 

５ 施設の調製能力 
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⑴ 大会時の提供可能数が、曜日に関わりなく１日あたり１００食以上であること。 

⑵ 前日午後８時までの受注に対し、当日午前１１時の納入が可能であること。 

 ⑶ 単価に応じた調製が可能であること。 

 ⑷ 那須塩原市の特色を生かした弁当の調整が可能であること。 

⑸ 栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供が可能であること。 

 ⑹ 実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供が可能であること。 

 ⑺ メニューの日替わりが５日以上可能であること。 

 

６ 施設の対応能力 

⑴ 冷蔵庫などの適切な温度管理のできる車両等により実行委員会が指定する日時

及び場所に搬入できること。また、同日に容器等を回収できること。 

⑵ 弁当付属品として、お茶・割り箸・爪楊枝・お手拭き及び持ち運び用ビニール袋

の納入ができること。 

⑶ 実行委員会が指定する日時に、弁当献立、サンプル（試食弁当）、及び写真の提

供が可能であること。 

⑷ 荒天等により大会が変更又は中止になった場合、実行委員会の指示に対応できる

こと。 

⑸ 弁当容器に以下の項目をラベルシール等で表示できること。  

ア 弁当の名称 

イ 消費期限（時刻まで表示） 

ウ 原材料名（食品添加物、アレルゲン（特定原材料）、遺伝子組み換え等の表示

を含む。） 

エ 保存方法 

オ 製造所所在地・製造者名 

カ その他食品表示関係法令により規定される表示 

キ 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

ク 持ち帰りを禁止する表示 

ケ その他実行委員会が指示する表示 

⑹ 実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

７ 信用状況 

⑴ 那須塩原市の市税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑵ 那須塩原市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団及び暴力団員又は密

接関係者ではないこと。 

 

８ その他 

⑴ 競技別リハーサル大会における弁当についても、必要に応じてこの基準を準用す

る。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設募集要領（案） 

 

１ 趣旨 

この要領は、那須塩原市で開催する「いちご一会とちぎ国体」に参加する選手、監

督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡旋し、又は支給する弁当の調製施設

の募集を行うために必要な事項を定める。 

 

２ 業務内容  

弁当の調製、会場への配達及び弁当容器の回収 

 

３ 応募要件  

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市弁当調製施設選定基準を満たすこ

と。 

 

４ 応募方法 

  次の書類を８の「提出・問合せ先」へ郵送または持参により提出すること。 

⑴ 選定申請書（様式第１号）  

⑵ 弁当調製施設調査票（様式第２号）  

⑶ 市税の納税証明書（応募日以前３ヶ月以内のもの。課税されている全税目が記載

されている納税証明書。） 

⑷ 法人の登記事項証明書（応募日以前３ヶ月以内のもの） 

⑸ 営業許可証の写し 

⑹ 食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

⑺ 食品賠償保険証書の写し  

 

５ 募集期間  

令和３年 月 日（ ）から令和３年 月  日（ ）まで  

持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（※土曜日、日曜日、祝日は

除く）、郵送の場合は締切日の消印有効とする。 

 

６ 選定方法 

提出された選定申請書等に基づき審査を行い、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会

那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）が弁当調製施設を選定する。

選定の結果、指定となった事業者へは選定結果通知書（様式第３号）、指定できなか
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った事業者ヘは選定結果通知書（様式第４号）にて通知する。 

 

７ その他 

⑴ 各様式は市実行委員会のホームページからダウンロードすること。  

⑵ 書類の郵送費用等応募に要する費用は応募者の負担とする。  

⑶ 提出された書類は返却しない。また、必要に応じて複写することがあるが、市実

行委員会の弁当調達関係業務及び県実行委員会との情報共有や、管轄保健所による

食品衛生指導以外には使用しない。なお、法令等の規定に基づき開示を求められた

場合を除き、第三者に提供又は開示しない。  

⑷ 弁当調製施設として選定された場合でも，発注を確約するものではない。  

⑸ 数量及び配達場所については，市実行委員会の指示によるものとする。 

⑹ 栃木県県北健康福祉センターの立入調査（拭き取り検査、収去検査）が実施され

ることがある。 

 

８ 提出・問合せ先 

〒329-2792  

那須塩原市あたご町２番３号 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会事務局  

（教育部国体推進課内） 

TEL：0287-38-0194 FAX：0287-37-5479 

ホームページ：https://www.nasushiobara-kokutai2020.jp/ 
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（様式第１号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 那須塩原市弁当調製施設 

選定申請書 

 

  いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会の那須塩原市開催競技に

かかる弁当の調製を希望します。 

  この選定申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。 

  募集要領の応募要件については、全ての要件を満たしていることを誓約しま

す。 

  那須塩原市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団及び暴力団員又

は密接関係者ではありません。 

  本選定申請書を以て選定基準の内容について関係官庁等調査、照会すること

を承諾します。 

 

 令和  年  月  日 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

 会 長  渡辺 美知太郎 様 

 

    所在地  

 

    氏名（法人にあっては名称および代表者名） 

 

                                印 

     電 話 番 号   

     ＦＡＸ番号   

 

添付書類 

⑴ 弁当調製施設調査票（様式第２号） 

⑵ 市税の納税証明書（応募日以前３ヶ月以内のもの。課税されている全税

目が記載されている納税証明書。） 

⑶ 法人の登記事項証明書（応募日以前３か月以内のもの） 

⑷ 営業許可証の写し 

⑸ 食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの） 

⑹ 食品賠償保険証書の写し 
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（様式第２号）

ふ り が な

担 当 者 名

🏣　　　　　－ （電話 ）

（ＦＡＸ ）

（E－mail ）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市弁当調製施設調査票

□　可 □　不可

□　可 □　不可

□　不可

□　可 □　不可

□　可

□　可 □　不可

□　不可

□　有 □　無　

□　可 □　不可

施 設 名

実行委員会が指定する日時及び場所への搬入容器等の回収
施
設
の
対
応

□　不可

□　可 □　不可

□　可 □　不可

□　可 □　不可

食品衛生監視票が調査時点で８０点以上

検査食として、原材料及び調理済み食品ごとに５０g程度を清
潔な容器に密封し、マイナス２０℃以下で２週間以上保存

□　不可

□　可 □　不可

大会開催前の３ヶ月以内に検便検査の実施

□　可 □　不可

食品賠償保険等への加入

弁
当
の
調
製

実行委員会が指定する弁当付属品の提供

弁当献立、サンプル（試食弁当）、及び写真の提供

荒天等による大会変更又は中止による実行委員会の指示への
対応

弁当容器に実行委員会が示す項目のラベルシールの添付

過去３年間の食中毒の事故歴

冷蔵庫などの適切な温度管理のできる車両等による搬入、容
器等の回収

前日午後８時までの受注に対し、当日午前１１時の納入

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設の管理運営
及び整備が食品衛生法に基づき適正になされている

□　可

□　可

□　可

□　可

単価に応じた調製

那須塩原市の特色を活かした弁当の調製

栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供

実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供

メニューの日替わりが５日以上

―　　　　　　―

―　　　　　　―

国体への提供可能食数1

□　可 □　不可

□　不可

（　　　　食）

（　　　　食）

（　　　　食）

（　　　　食）

□　可

ふ り が な

ふ り が な

代 表 者 名

所 在 地

□　不可

平　日

土曜日

日曜日

祝　日

実行委員会記入欄

衛
生
管
理

※　調査票は、弁当調製施設ごとに作成してください。
※　調査票の内容について、後日ヒアリングを実施させていただくことがあります。

整理
番号

施
設
概
要
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（様式第３号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定結果通知書 

 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市実行委員会 会長 渡辺 美知太郎  印 

 

弁当調製施設選定の結果、いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会における

弁当調製施設として、次のとおり指定いたします。 

 

 

 

施設名 

 

 

 

 

 

所在地 

 

 

 

 

 

代表者氏名 

 

 

 

 

 

大会名 

 

 

 

 

 

適用期間 

 

 

 

 

 

※本通知は、弁当の発注を確約するものではありません。 
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（様式第４号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定結果通知書 

 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市実行委員会 会長 渡辺 美知太郎  印 

 

弁当調製施設選定の結果、いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会における

弁当調製施設として、指定することはできませんでした。 
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